
中国野菜輸入増加に関わる経済利害を中心にしてキ

寺町 信 雄 (京都産業大学)

近年中国からの野菜輸入が増加傾向にある。この野菜輸入増加は、輸出入関係者の経済

利益に影響を及lffこ ととなった。輸出国では中国の野菜農業関係者・中国政府、輸入田で

は輸入業者 ・野菜産地生産者・食品加工業者・外食産業 ・小死業者・消費者・産地選出隆員。日

本政府 ・中国向け輸出産業などである。論文では、各関係者の経済利益がどうように影響

を及ばしたかについて強輪をするとともに、2001年 4月 日本政府が実施した対中農産物3

品目に対するセーフガード暫定措置の背景となる中国側と日本側の農業政策・農業事情に

ついても践輸する。また、日本政府がセーフガード暫定措置を実施する過程における、政

権党である自民党農業族践員と野菜産地の関連についても路綸する。そして最後に、野菜

輸入増加の経済効果について比較優位論の視点から包括的な織綸を展開し、Wfroぉ ょび自

由貿易協定の交渉を進める日本として、農業部Flについて保語章義的なスタンスを持ち統

けることによる他部門および国民が支払う対価は、決して少なくないことを述べる。

・
本論文は、京都産業大学大学院経済学研究科ORC中 国経済プロジェクトからデスカッションパーパーの形で印刷する

機会を与えられた。ここに憩謝します。

要概



はじめに

日本政府 は、2 0 0 1年 4月 2 3日 W T Oセ ーフガー ド協定等 に基づき、ねぎ・生 しい

たけ・畳表の農産物 3品 目に対 してセーフガー ド暫定措置 を以後 2 0 0日 間にわたっ

て発動す ることとした。 3品 目の主要輸出国は中国であった。 これは、単なる外国

の輸入品の急増 による国内生産者の生産調整のための措置 とはいえない面 をもって

いる。 日本の総合および専門貿易商社 ・大手スーパー ・食品加工業者 ・種苗業者が(以

下、総称 して 「輸入業者」 という)、農産物 3品 目を含む野菜などの生産地 として、

中国にアプローチ し開発輸入 を手がけてきた ことにそのルーツがある。輸入業者は

中国産地か ら農産物 3品 国を含む野菜な どを日本の国内市場に開発輸入 した。当然、

これ ら輸入量が急激 に増加すれば、国内産地の野菜な どの農産物 と価格面において

競合することにな り、産地の生産者か ら輸入急増にともなう輸入制限 という救済要

請が声を大 にして唱えられることになった。想像するに、産地 を票田とする地元議

員への生産者による陳情が行われたことであろう。輸入制限は輸入品の値上げをと

もない国内市場の消費者に負担増をもたらすことになるが、政治的な圧力として強

くない存在の消費者の利益は無視されやすい。それに対 して、数は少ないが、3品

目を含む中国産野菜の輸入急増による個別農家の経済損失に関わる利益を背景に、

声を大にする産地生産者の利益は政治的に優遇されやすい。日本政府は、WT Oの

関連協定法および関税定率法との関連などとも勘案 して、農産物 3品 目を選定 しセ

ーフガー ド暫定措置を発動 した。中国政府はこれに敏感に反応 し、自動車・空調機・

携帯車載電話の対日輸入品に lo o %の報復関税を実施することとした。ここにねぎ

等農産物 3品 目に関する日中貿易摩擦が一気に政治問題化することとなった。20 0 1

年 1 2月 2 1日両国政府は覚書を交わし、日本政府は農産品 3品 目に関わるセーフガ

ー ドを正式に発動 しないこと、中国政府は日本からの輸出 3品 目に対する報復関税

を撤廃すること、農産物貿易協議会を組織 して民間関係者で協議することで決着の

方向が示された。

このように農産物 3品 目の中国からの輸入急増に対応する日本政府の暫定輸入制

限措置の実施は、開発輸入を手がけた輸入業者、中国産地生産者と集荷業者、日本

産地生産者、日本国内加工・流通 ・小売業者、日本の消費者、農業族議員、日本政府、

中国政府、報復措置の対象となった日本の輸出産業などの利害得失が関わって くる。

図 1( 3頁)は、この事情を図示 したものである。図の番号①～③は、貿易摩擦 として

政治問題化する経過を順に数字で示したものである。



図1 農 産物3品 目の日中貿易摩擦
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以下 において、対中国か らの農産物 3品 目を含む野菜輸入の急増 に焦点 をあてて、

その経済的背景、関係者の経済的な利害得失について、図 1の 番号順 にしたがって

詳 しく議論 をす る。第 2節 では、 日本の対中国の野菜輸入の状況 と開発輸入 をする

輸入業者 について議論す る。第 3節 では、中国の野菜産地 と中国農業 を背景 とする

中国政府の立場 について述べる。第 4節 では、 日本農業を背景 とした野菜産地 と流

通 ・小売業界について述べる。そ して、第 5節 では、今回のねぎ等農産物 3品 目の輸

入制限暫定措置実施 に影響 を与えたといわれる自民党農業族議員 と野菜県 との関わ

りについて議論する。第 6節 では、日本の農産物貿易の背景 となる日本政府 の対外

農業政策 について、特 に、2 0 0 0年 1 2月 に日本政府が W T O農 業交渉 に提出 した 「日

本提案」に登場する非貿易関心事項( N T C )について述べる。そ して、最後 に、対中国

農産物 3品 目を含む野菜輸入急増にともなう利害関係者の利害得失について、余剰

分析を通 じて これまでの議論を整理するとともに、比較優位論の視点か ら中国野菜

輸入増加 について私見 を述べ結びとする。

日本の対中国野菜輸入と開発輸入

日本の農業生産の G D Pに 占める害J合は 2 0 0 0年で 2 %で ある。日本の農林水産物

輸入の総輸入額 に占める割合は 2 0 0 0年で 1 7 %で ある。さらに
｀
日本の野菜輸入の農

林水産物輸入に占める割合は 2 0 0 0年で 5 %で あ り、3 4 2 0億 円となっている。その

中で中国の割合は 4 4 %で 1位 であ り、2位 の米国は 2 4 %で 2倍 近 く引き離 してい

る (表 1 : 5頁 )。生鮮 ・冷凍 。その他調整品のどれをとっても、2 0 0 0年 において

中国か らの野菜輸入は他国を引き離 している (図2 : 5頁 )。この現象は 1 9 9 0年代

か ら見 られることであ り、年 とともに中国か らの野菜輸入は増加傾向にある (図3 :

5頁 )。また、2 0 0 0年 の日本の主な野菜輸入な どを数量でみた輸入相手国とそのシ

ェアは、表 2 ( 8頁 )のようである。中国か らの野菜輸入が大きいことを反映 して、中

国の数字 は顕著である。セーフガー ド3品 日以外に、にんにく ,乾 しいたけ 。しよ

うが 。さといも ・冷凍ほうれんそ う等が目に入る。 このような中国か らの野菜輸入

増加 を可能 にす る背景 として、 日本企業の開発輸入の存在は無視することができな

↓ゝ。

2 0 0 1年 4月 日本政府は関税割 当制にしたがって、ねぎ等農産物 3品 目について

過去 2年 間に輸入実績のある業者 に申請を 2回 にわたって受付 けて、該当す る業者



US 中国 AUS カナタ
・

タイ 合計
農林水産物 45] 482 6914

農産物 ｎ
ｕ 479 ９

０ 230 397】
野菜輸入 150 342

表 1 2000年 主要国別農林水産物輸入額(金額 :lo億 円)

出所:農林水産省続計情報
野菜供給安定基金胡査情報採掘『2001年野菜輸入の動向』農林続計協会

図 2  2000年 類別・国別野葉輸入
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出所:野菜供給安定基金調査情報課編『2001年野菜輸入の動向』農林統計協会
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図3  日 本の野菜輸入
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出所:野菜供給安定基金調査情報課編『2001年野菜輸入の動向』農林続計協会



に輸入を割 当てた。その業者 リス ト(農林水産省のホームページで公開されている)

を見ると、総合および食料専門商社 ・食品加工業者 ・大手スーパーな ど国内流通業者

が名前を連ねている。本稿でいう「輸入業者」の内容である。これ ら 「輸入業者」は、

単に中国で生産 された農産物 3品 目を中国側集荷業者か ら買付けて 日本への輸入ル

ー トに乗せ ることを業務 としてきただけではない。中国か ら日本への野菜輸入 には、

日本企業 の関わ る開発輸入 が重要な役害Jを果た して きた と言われて いる。院蔚

( 2 0 0 1 b )で述べ られているように、日本の商社、食品加工企業、量販店な どの輸入

業者は、単独、あるいは以前か ら関係 をもってきた台湾 ・香港系企業 と連携 して、

生産の段階、選別 ・加工の段階、物流の段階に関わ りをもち、主 に中国の食品加工

業者 (後述 ( 3 - 2 )する)よ り、野菜 を買付 けて輸入 しているのである。輸入業者は、

例えば生産の段階において、中国農家に対 して最低保証金を支払って、 リスク対策

を行 うとともに、 日本仕様の野菜生産のために日本産野菜の種子 を供給販売 し、生

産の技術指導を実施する等の努力を行ってきた。また、集荷された野菜 を日本国内

の市場用 に箱詰めするまでの工程処理や冷凍加工 ・調製品加工にも、輸入業者は積

極的な関わ りをもってきた。

この野菜の開発輸入は、今後 も着実に増加することが予想される。 これ ら野菜の

輸入業者の経済的イ ンセ ンティブは何であろうか。それは第 1に 、日本産野菜 に比

べて中国産野菜の方が生産 コス トにおいて格安 になっていることである 1 )。第 2に 、

中国の最近の農業政策 (後述 3 - 1 )の 展開によって、日本の輸入業者が中国での野

菜輸入 に関連 した経済活動を容易に行える経済環境が整ってきた ことである。すな

わち、1 9 8 0年代末 ごろか ら台湾か ら中国本土に開発輸入をシフ トさせ、1 9 9 0年代

に着々と開発輸入が軌道 に乗る体制を輸入業者は整えてきたのである 2 )。 第 3に 、

中国のねぎ産地農家は、中国国内向けに比べて 日本輸出向けの方が仕様は異なると

はいえ高い価格で販売す ることができることか ら、産地農家の輸出向けへのイ ンセ

ンティブが強いことが、野菜輸入を増加するという輸入業者 と一致 した利害 をもつ

こととなった。第 4に 、輸入業者は、国内産に比べて、大規模な生産基盤 を確保 し

て、安定的に供給することが可能 になることである。国内産の産地では高齢化が一

層進み、野菜の大量供給が安定的に得 られる条件が年 とともに悪化 してきていると

いわれている。 これに対 して、輸入業者 による開発輸入 による野菜輸入は、中国側

1 )中 国と日本の生産コス トの比較については第 4節 でもう一度扱 う。

2 )大 手スーバーの開発輸入の現場責任者藤井氏の報告t農政ジャーナ リス トの会編( 2 0 0 1 ) ]にそれを見るこ

とができる。 日本経済新聞社編 ( 2 0 0 1 ) 1 8 1貫参照。



野菜関係者 との長期契約 を交わ し、低価格で大量の安定的な供給 を可能にしている

のである。 3週 間か ら lヶ 月前に輸入業者 を通 じて、数量 。価格等の野菜輸入の入

荷情報が事前に入手できることか ら、計画的に仕入れが可能にな り、大手小売業者 ・

外食業者 ・食品加工業者にとって大きなメリットとなるのである。このことか ら、輸

入野菜 は、国内産野菜 に比べて物流および情報 システムにうまく乗って最終需要者

への販路 を容易に確保することができるのである ゆ。

以上か ら容易に推察 されることであるが、輸入業者は、国内産野菜 と中国産野菜

を比較 しなが ら、国際間の野菜市場を念頭 に経済活動 を行っているということがで

きる。 日本政府が、中国産野菜 を実質的に輸入制限することは、輸入業者 による国

際的な裁定取引を制限することを意味する。低価格で大量な野菜輸入供給 に代わっ

て、よ り高いよ り少なめの輸入野菜 を供給することは、輸入業者の利益 を必ず しも

減少 させるとは限 らないが、野菜輸入の最終需要者にとっては、高い中国産 と国内

産の野菜 を購入することになることは間違いない。

中国の農業 ・対外貿易政策と中国野菜農業関係者

3 - 1  中 国の農業 ・対外貿易政策

日本の中国か らの野菜輸入増加 については、中国側の事情 について述べてお く

必要がある。『中国統計年鑑 200 2』によれば、中国の総人回は 200 1年 で 12 . 7億人、

うち農村人日は 73%の 9。3億 人、さらに農村労働力は 51. 6 %の 4. 8億人である。中

国は年率 7～ 8%の 経済成長率を持続 しているが、200 1年 の第 1次 ・第 2次 ・第 3次

産業の GDP比 率および就業者比率は、それぞれ 15%・51 %。34 %、 50 %・22 %・28 %

である。 12 . 7億人という人口を安定的に養 うために、中国は、188 0年 代初頭 に人

民公社 という集団営農組織か ら家族単位の営農請負制に移行 し穀物食糧生産の大幅

な増加を実現 した。198 5年以降農産物の市場経済化が進め られ、流通の規制が少 し

ずつ緩和 され、水産物 ・果物 ・野菜等の農産物の流通段階での価格決定が市場に委ね

られるようになっていった。198 8年 には、副食品生産 を発展させ、都市への供給 を

保障する 「野菜か ごプロジェク ト」が実施 された 4)。大都市近郊の野菜生産ではな

3 )小 林茂典 ( 1 9 9 9 )の議論を参照。

4 )王 志剛 ( 2 0 0 1 )の議論を参照。



にム′にく 中国(10o) わかめ 中国(76),純日(24)
なす 呼目く100) うなぎ(含田製品) 中国(73)・台湾(27)

乾しいたけ 中国(100) かばちや(生鮮) ¥(6けメ十シヨms)・トン泳11
ねぎ 中国(99) ブBザ珂_r争 1陛ヽ

___ uS(86)・ 中国(13)
生しいたけ 中国(100) しようが(生鮮) 中国(95)
曇表(千枚) 中国(100) さといも(生鮮・冷凍) 由 □ r

生鮮トマト 韓目(87)・US(12) レタス US(100)
ピーマン オランタ(60)・|1目(20) 生鮮いちご Pゴ76)・韓回(20)・NZ(4)

たまねぎ(生鮮) JS(65),中 国(10)・NZ(20 紳 うれんそう 中国(100)

野 の

沿海地域は、北京市、天津市、河北省、逮軍省、上海市、江蘇省、材江省、福建省、山東省、広東省、広西自治区、海南省。中印地域は、山西省、内モンゴル、吉林省、黒龍江省、安撫省、江西省、湖南省、湖北省、河南省。
西部地域は、四川省、豊慶市、雲南省、貴州省、チベット、映西省、甘粛省、準夏自治区、青海省、新頭自治区。

表 2 日 本の主な野菜等輸入品目と数量で見た輸入相手国沈ア(2000)

農林水産省統計情報部『2002年ポケット農林水産続計』

表 3 中 国3地域の各農産物作付面積シェア(1999年と2001年)

沿海地域 中部地域 西部地域
層  年 2 0 0 1 1999 2 0 0 1 1999 2 0 0 1

躍産物作付絡面積シェ, 42.4 23.8
穀物作付面積カア 42.5 24.3
油料作付面積沈ア

果村田面積光ア
21.9

野菓作付面積シェア 49.8

撤物生産量力7 42.5 19.4

展村労働カシェア
24.9

耕地面積シェア 44.7 238

年鑑2002」を用いて表を加えた。

表 41999年 における中国と日本の野菜生産数量比較

中国(万トン) 日本(万トン) 1999比率(%)
□朝にいしょ 6506 292 4,5

きゆうり 1593 77 4.8
千 ヤヘ ツ 1850 148 8.0

トマト 1790 77 4.3

なす 1103 47 4.3
たまねぎ 1129 121 10,7

にんじん 461 68 14.8

かrまちゃ 333 27 8,1

カリフラワ 461 3 0.7

えんどう 117 4 3.4
いんfずん豆 135 6 4.4
さといも 147 25 17.0
にム川こく 16 2 12.5

ね ぎ 1724 53 3.1
出所:野葉供給安定基金相『中国の野菜(2湖農林統掛協会

農林水産省統計情報部『ボケット農林水産続計2002年』



く、大きな野菜産地を国家プロジェク トで開発することも行われてきたのである。

また、穀物食糧などの政府買付価格の引上げも農家の生産へのインセンティブを高

め、農産物生産の増加を実現 したと見ることができよう。

199 4年 レスター・ブラウンの 『誰が中国を養うか』というセンセーショナルな著

書が話題になった。そこでは、経済発展とともに人口増と耕地面積の減少と穀物な

ど食糧生産量の伸び悩みにより、中国は穀物輸入大国になるというものであった。

レスター・ブラウンの悲観論は現在のところ実現する兆 しは見 られない。それどころ

か、199 0年代の後半には農産物は供給過剰の状態にな り、農産物価格の下落が起き

ることとなった。中国における食糧不足の問題は遠のき、①都市部人日の所得に比

べて低位水準にある、7割 強の農村人口の所得格差問題、②過剰状態にある 5億 人

弱の農村労働力を吸収する農業以外の他部門による地方工業化の問題、③農業の生

産性向上の問題等が、クローズアップされてきた。単に量的な穀物食糧増産の確保

だけでなく、農業以外の産業による農村労働力の吸収と農業の近代化による農家所

得の上昇をもた らす ことが、中国農業の重要な政策課題となってきたのである。

穀物食糧を要とする増産政策を大きく変更する政策 として、199 9年 7月 に 「農

業生産の構造調整に関する意見」が発表され、農業インフラを改善し、農業の総合

生産能力を高めることを前提に、各地域が市場の需給動向に応 じ、各地域の比較優

位を発揮 し、適地適作を実行するという内容であった ゆ。増産政策から増収政策ヘ

の確実な政策転換と理解することができる。適 した地域で通 した農産物を生産する

ことにより、中国の農業生産性の向上は大いに期待できると思われる。198 0年にお

ける穀物作付面積は、農産物作付画積の 80。1%を 占めていたが、200 1年では 68. 1

%に まで低下 し、他方、野菜作付面積は 2.2 %か ら 10. 5 %へと上昇している。また、

中国を沿岸地域・中部地域・西部地域の 3地 域に区分 して各農産物作付面積を 199 9

年 と 200 1年 について表 3(8頁)にまとめてみると 0、次の結果がえられる。①沿岸

地域の穀物作付面積のシェアは中部地域より低い。②沿岸地域の果樹園・野菜作付面

積のシェアは中部・西部地域より高い。③ ①および②に加えて耕地面積および農村

労働力を併せて見てみると、沿岸地域は果樹園・野菜など労働集約型農産物に比較優

位を、中部 ・西部地域は穀物など土地集約型農産物に比較優位をもつようであり、こ

5 ) 厳 善平 ( 2 0 0 2 b ) の2 6 頁を引用 した。

6 )院 蔚 ( 2 0 0 1 b ) の図表 4に 『中国統計年鑑 2 0 0 2 』のデータよ り 2 0 0 1 年の数値を加えた。



の傾向は一層強まっている の。

中国の国内農業は、市場経済化の流れに移行 しつつ、近年には適地適作の構造調

整を進めてきた。それが、穀物食糧生産の増産 と生産性向上の実施であり、穀物食

糧以外の果樹園・野菜などの農産物の増産と生産性向上の実施であった。中国政府は

これ以外にもう一つの流れである国際化(グロバ リゼーション)にも対応する国内農

業の構造調整を念頭において農業政策を実施してきたと推察される。それは、中国

の WT O加 盟にともなう農産物の自由化に向けての国内農業の対応である。院蔚

(2 0 0 1 a , 2 0 0 2 )厳善平 ( 2 0 0 2 a )における議論を参考にしながら、国際化対応につい

て述べておこう。中国は、20 0 1年 1 1月中東カタールの ドーハにおいて台湾 ととも

にWT Oに 正式加盟が承認された。中国がWT O加 盟を申請 して 15年後の実現であ

った。中国に対 しては、加盟後 12年間にわたり対中特別セーフガー ドの経過措置、

繊維セーフガー ドの発動期間の延長、アンチダンピング措置発動条件の緩和、中国

監視機構の設置が実施されることとなった。農業部門においても段階的な自由化が

約束された。すでに、20 0 4年に向けて小麦・トウモロコシ・米・大豆油・綿花などの関

税割当枠の引下げが実施されているし、19 9 4年から穀物食糧の価格支持政策が実施

され国内生産量の拡大 と供給過剰をもたらしたが、WT Oに したがって価格支持政

策は撤廃の方向にあり、上述 したように農業構造調整政策が実施されている。中国

農業の対外自由化政策の転換により国内農産物市場が開放される。それにともない、

穀物食糧のうち、米は輸出が期待できるが、その他の小麦・トウモロヨシなどの土地

集約型農産物については輸入増加が予想されている。上述 したように、沿海地域の

労働集約型農産物の生産増加にともない、穀物食糧など土地集約型農産物の生産不

足を中・西部地域が補充する傾向にあるが、補充には輸入穀物も必要になってくるで

あろう。しかしなが ら、中長期的には穀物食糧の輸入は 95 %の 自給率を維持できる

程度におさまるであろうと見 られている。その程度の輸入であれば、むしろ中国農

業にとってはプラス要因の方が大きいであろう。例えば、穀物食糧の輸入により国

内価格の上昇を抑えることになるであろうし、量産だけでなく品質向上への取組み・

農業生産コス ト引き下げのための農業生産性上昇へのインパク トを与えるであろう。

これらはいずれも輸入穀物が国内農業に競争圧力をもたらす ことに関連 している。

深刻な農村労働過剰圧力をかかえている中国では、農村の余剰労働量の農外移出を

可能にする労働受け入れが不可欠であるが、それが可能になり、農業生産規模の拡

7)こ の結果は、院蔚 (2001b)お よび厳善平 (2002a,b)でも述べ られている。
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大 と生産性向上 も実現することも可能 になるのであれば、農村過剰労働力の解消 と

農村所得の上昇が期待できるのである。 このような経済環境を実現維持す るために

も、沿岸地域の果樹園・野菜 ・食肉などの労働集約型農産物の生産拡大は、労働力吸

収および所得上昇の意味において、重要な役害Jを担っていると思われる。巨大な国

内市場の需要を満たすだけでな く、労働集約型農産物の輸出は以上の議論か ら理解

できるように、その存在は中国農業にとって留意すべきなのである。

200 1年 4月 、日本はねぎ等農産物 3品 目に対す るセーフガー ドの暫定措置を実施

した。中国はWTO加 盟をその年の 11月 に控えていたが、加盟前の状態 をうまく利

用 して、 7月 に日本 に対 して 3品 目に対 して報復関税 を実施 した。暫定措置の経緯

については他の論者に譲 るが、ねぎ等農産物 3品 目は、中国側か ら見れば、沿岸地

域の労働集約型農産物の対 日輸出に対する日本か らの制限を意味 し、中国農業の事

情か ら容易に容認できることではない日本側の対応であつたと推察できる。

3-2  中 国野菜農業関係者

ちょっと資料は古いが、表 4(8頁)は 19 9 9年 における中国 と日本の野菜生産量を

比較 したものである。中国の野菜生産はまだ増加すると思われるが、12. 7億人の人

口をかかえる経済であることを考慮すれば、これは驚 くに当た らない当然の生産規

模 といえよう。200 0年 の中国の食料品輸出は輸出総額の 5.2 %と少ない割合である

が め、日本は食料品輸出に関 して中国の最大の輸出先 となっていて、年 とともに増

額 し、中国の対 日食料品のシェアは 200 0年 では 36 . 1 %となっている 9)。このうち

の野菜輸出についてさらに見てみると、日本は野菜輸出に関 して中国の最大の輸出

先 となっていて、金額では 61% ( 2 0 0 0年 )、数量では 39% ( 2 0 0 0年 )のシェアとなっ

ている 10)。

中国の野菜産地については、野菜生産 を行 う土地面積の資料 を用いて判断す るこ

とができる。200 1年 における主な野菜産地を野菜面積の多い順 に列記すると、山東

省、河南省、江蘇省、広東省、湖北省、四川省、広西自治区、河北省、湖南省、漸

江省である 11)。沿海地域は 10省 のうち 6、 中部地域は 3、 西部地域は 1が 含 まれ

ている。 ところで、ねぎの主な産地は、山東省 ・河北省 。江蘇省 ・河南省 ・広西 自治区

8 ) r中 国対外経済貿易年鑑 2 0 0 1』

9 )院 蔚 ( 2 0 0 2 ) 2 1 5頁の図表 8 - 4

1 0 )『中国対外経済貿易年鑑 2 0 0 1』

1 1 )『中国統計年鑑 2 0 0 2』1 2 - 1 4

の 「1 9 9 0 - 2 0 0 0年中国輸出商品構成」による。

を参照する。

の 「2 0 0 0年中国輸出主要商品輸出先」 ( 5 4 5頁)による。

による。



の地域 となっている。沿海地域に産地が偏 っていることが確認できる 1 2 )。

野菜の生産 ・集荷 。日本への輸出という経 由で、中国の野菜は日本市場に輸入 され

て くる。主な野菜の流通経路 についての情報はなかなか執筆者には得 られなかった。

ここでは、セー フガー ド暫定措置品目である「ねぎ」のケースについて、野菜供給安

定基金編( 2 0 0 1 )の説明を参考 にして、中国での野菜農業関係者について推察 を試み

ておきたい。中国における野菜消費量の増加および野菜輸出量の増加 とともに野菜

生産は増加 している。野菜の品 目にも依存するが、主に国内野菜 と輸出野菜 とは作

付段階においてすでに異なっている場合が多い。国内市場向けへは、地元消費以外

は地元農村小市場か ら産地卸売市場に集荷され、主に集荷業者 によって都市卸売市

場 に輸送され、さらに都市 ・地方の消費地にある小売市場で販売されている。これに

対 して輸出向けへは、野菜加工企業(食品公司)といわれる企業の存在が重要なポイ

ン トになっている。加工企業には国営企業 ・中国民営企業 ・日系など外資 と中国企業

との合弁企業 ・日系企業 といろいろであ り、第 2節 で述べた 日系企業の 「輸入業者」

と連携 しなが ら日本への野菜輸出が実現されている。加工企業は、野菜農家 に提供

す る種子の 日本か らの買入れ、野菜農家 との最低保証買付価格および事前の数量の

契約、技術者派遣をともなう輸出向けの現地生産指導、選別 を兼ねた個別農家への

直接集荷、集荷 された野菜の計量 ・選別 ・調整 ・加工 ・梱包の工程 による日本規格 にあ

った輸出向け製品化な ど、多岐にわたる業務が行われる。 ここでのノウハウは、 日

系企業が台湾な ど他の地域で野菜の開発輸入の事業展開を行ってきた経験が蓄積さ

れてきた ことが活かされているように思われる 1 3 )。ねぎの場合、農家で生産 された

ねぎの 3割 しか歩留 りがな く、他は国内市場流通あるいは廃棄 されると報告されて

いるように 1か、日本市場の国産品を意識 して、日本市場 に輸入されてす ぐに流通経

由で小売段階へ移行できるまでに中国国内で製品化が行われていることを意味 して

いる。 日本よ りも確保 しやすい農地、豊富な低賃金労働力、低廉な生産 コス ト、 日

本野菜 に競合する品質管理、契約生産 と国際的な流通 システムによる安価で安定 し

た供給の恒常化が可能 になる背景が理解できる。中国野菜の日本市場への今後の浸

透は確実 に進行する地歩 を読み取ることができよう。

ねぎ等農産物 3品 目輸入増加 によ り 2国 間で貿易摩擦が 2 0 0 1年 に約 8ヵ 月にわ

たって展開された。セーフガー ドの本格発動がなされていたな らば、農産物 3品 目

1 2 )野菜供給安定基金編 ( 2 0 0 1 )の表 3 - 1による。

1 3 )しか しなが ら、これ らノウハウは中国野菜農業関係者に移転されることは時間の問題であろう。

1 4 )野菜供給安定基金編 ( 2 0 0 1 )による。

12



の輸入制限が実施 されることになったであろう。中国の野菜農業関係者は、野菜輸

出数量の減少か ら経済的損失をもた らす ことになる。中国政府は、中国野菜の輸出

増加は、 日系企業の 「輸入業者」による開発輸入によってもたらされている面が大き

いことに言及 し、 日本企業の依頼による輸出向け生産であることを指摘 した。対中

農産物 3品 目輸入増加の問題は、 日本の「輸入業者」と日本の野菜産地農家 との利害

対立の問題であ り、
｀
その両者の利害調整によ り日本への野菜輸出の減少 による中国

野菜農業関係者の経済的利益が結果 として損失 をもた らす ことに不満 を主張 した こ

とは、中国側 としては当然であるといえる 1ゆ。これに加えて、 トマ ト・ピーマンな

ど他の W T O加 盟国か らの野菜輸入の急増が見 られるのに、それ らを発動の調査か

ら外 していることにも中国政府は疑間を明 らかにしている。 これについては第 5節

で議論する。

日本の野菜国内市場

4 - 1  日 本の野菜産地生産者

日本の野菜産地県 について、農林水産省統計情報公表データである「200 1年 度都

道府県別野菜産出額」よ り金額の多 い順 に抽出 してみると、「千葉 ・北海道 ・茨城 ・愛

知 ・熊本 ・群馬 ・埼玉 ・長野 ・静岡・福岡・栃木 ・宮崎・青森 ・高知 ・福島 =鹿児島・徳島」とい

う主な道県がえ られる。作付面積で見てみても大体 これ らの産地県はオーバー ラッ

プする。200 0年 度の野菜の自給率は 82%で あ り、18 %が 野菜輸入 に依存 している。

196 5年度 には 10 0 %、 19 8 5年度には 95 %で あつた ことを考慮すると、年 とともに

自給率が低下 してきたことがわかる 16)。この事実は日本の食料生産 にとって憂慮す

べきこととは一概 に言えないと思 うが、国際貿易か ら見て 日本の野菜は比較劣位に

あ り、 日本の野菜生産現場はさらに比較劣位 を深める変化が起きているように思わ

れる。その背景には、 日本農業全体にも関わることであるが、野菜産地の生産 コス

トおよび出荷コス トが割高であることはいうまでもな く、野菜農家の高齢化 ・後継者

難 ・労働力不足 による産地生産基盤の弱体化 17)、規模の経済が期待できない小規模

1 5 )暫定措置が実施 された後、北京市のあるスーパーに日本向け仕様のねぎが安値で陳列された場面が、

ある日本の新聞で報道された。
1 6 )これは、供給熱量総合食料自給率、金額ベースの総合食料 自給率で見ても同じように自給率は低下 し

ている。

1 7 )小林茂典 ( 1 9 9 9 )を参考にする。
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家族経営な どが解消されず に、今後 もこれ らの課題は、野菜産地において継続 され

てゆくと思われるか らである。

野菜輸入 と価格面において対抗することが難 しいことは、今後 も野菜輸入の増加

が予想される。例えば、対中農産物 3品 目の 1つ である「ねぎ」について、野菜供給

安定基金編 ( 2 0 0 1 )の資料 ( 3 3頁)によれば、山東省のある農家の 1 0 a当 た り日本向け

輸出ねぎの生産 コス トは、1 9 9 6年の千葉県の平均農家 におけるねぎの生産コス トの

約 1 0分の 1に過ぎない。生産 コス トに出荷 コス トを上乗せすれば、両者の開きはさ

らに拡大する。中国産の場合 には保険 ・輸送 ・関税の経費が加わるが、両者の開きは

顕著な ものであることは想像 されよう。生産 ・出荷 ・流通コス トを反映 した東京中央

卸売市場 における 「ねぎ」のキ ロ当た り価格 を総数 と中国産 について見てみる と、

1 9 9 6年か ら 2 0 0 0年 にかけてそれぞれ ( 2 2 1 , 2 5 1 , 3 4 6 , 3 1 4 , 2 0 6 )円、( 9 6 , 1 0 3 , 1 6 5 ,

1 1 7 , 1 0 6 )円 であった。中国産価格の約 2倍 が国内産価格である計算 になる。野菜

の国内市場 も市場経済が機能 していることか ら、野菜輸入が定着すれば、国内野菜

の生産 ・出荷 ・流通 コス トにおける大幅な削減が実現 しない限 りは、野菜の自給率は

さらに低下 を続 けることになると思われる。野菜産地では、絶えざるコス ト削減の

試みが行われる必要があることはいうまでもない。確かに、限界的な野菜産地では、

野菜輸入 に押 されて生産削減 を余儀な くされるであろうけれ ども、外国か ら一層の

野菜輸入が国内市場に参入するか らこそ、国内の野菜産地は生き残 りのためにコス

ト削減 に一層の取 り組みをすることになるのである。 このことが、消費者である日

本国民によって これまで以上に安価な野菜を大量に美味 しく購入 されることが可能

となるのである。大幅なコス ト削減ができなかった野菜産地の農家は、野菜か ら所

得 をえることを断念せざるをえないほどに大きな経済損失を経験することになるで

あろう。

W T Oの セーフガー ドは、輸入国において輸入増加が国内の生産者 に重大な損害

を及ばした とき、被害を受けた業界に時間的猶予を与えて、有効な産業再建 ・産業合

理化、いわゆる構造改革をうながす ことをセ ッ トにして輸入制限の発動 をするとい

うものである。セーフガー ドの基本的な考え方は、発動 には輸入制限 というコス ト

を支払ってまで して、競争力が低下 した国内生産者を保護する必要があるかについ

て問われなければな らない。相対的に非効率な生産者の経済活動を保護 し、彼 らの

利益 を温存することを目指す ものでは全 くない。むしろそのような考えを否定 し、

一時的に輸入 を制限することによって再度保護な しで国際経済において国内の生産

者が独力で経済活動ができるようになることが重要なのである。 この考え方 にした
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がえば、今回 日本が適用 しようとしたセーフガー ドは、果たして支持できるかは大

いに疑間が残 る。実際にはセーフガー ドは暫定措置にとどまり発動 されなかったの

であるが、それでも日本政府は、200 1年 12月 の予算復活折衝で、産地への新技術 ・

高品質種 の導入 によ り産地の国産品の競争力をうながす ことを目的に、産地支援 に

50億 円を確保 した。また、国際競争力強化に向けたねぎを含む野菜輸入 6品 目の産

地 に対 して、機械 ・施設や新技術 ・品種の導入支援 に 200 2年 度 には 31 1億 円(基盤整

備 に別途 10o億 円)を確保 した。 これは、第 5節 で述べる自民党農業族議員の働き

かけによって可能 となった と推察 される。

このような財政支援 によって、①生産 コス ト・流通コス トを 3害J削減 し、②大量

で安定的な供給 を可能 にし、卸売市場取引ではな く市場外取引である契約取引を進

め、③ コス ト削減 には限度があるので、他方では製品差別化を進めるという計画で

あるが、野菜産地の自らの努力も加わって野菜産地が輸入野菜 に対抗する国際競争

力を保持できるように生き残 りに成功するかは今後の結果をみる以外にない。

4-2  日 本の野菜流通 ・小充業界 lD

日本の 20 0 0年 の野菜 自給率は 82%で あつた。 18%が 野菜輸入で 82%が 国内産

地供給であった。図 4(1 6頁 )は野菜の流通 ・小売業への流れを図示 したものである。

矢印は野菜の流れを示 している。野菜輸入 も国内産地供給 も直接 に小売業者 口加工業

者 ・外食産業へ流通する場合 と、卸売市場を通 して小売業者 ・加工業者 ・外食産業へ流

通する場合 とがある。約 80%は 御売市場経由で取引され、残 りの約 20%は 市場外

取引であ り、後者の割合は増加傾向にある。本来卸売市場は、小規模で多数の産地

農家 と小売業者の間にあって、多種多様な品目の集荷分荷機能および物流機能 ・需給

調整のための価格形成機能および情報受発信機能をもつ ことで利用 されていた。輸

入業者および産地農家が小売業者 ・加工業者 ・外食産業 と個別 に取引するといっても

仰売市場の機能 を持ち合わせていなければ、それはかえって取引の限界をもつ こと

になる。最近の卸売市場では、セ リ取引で代表 されるスポッ ト的な取引が行われる

だけでな く、卸売業者による事前の価格 ・数量の伸介が品目ごとに行われている 19)。

もちろん、卸売市場 を介 さずに、輸入業者および産地農家が直接 に消費地業者 と取

引契約 も交わされるようになってきた。 これは、卸売市場がもつ と言われている上

1 8 ) 4 - 2は 、伊藤元重キ伊藤研究室 ( 2 0 0 2 )の第 4章 、尾崎亨 ( 2 0 0 0 )、小林茂典 ( 1 9 9 9 )の議論を参考にした。

1 9 ) 1 9 9 9年に卸売市場法の改正で相対取引が原則 自由となった こととも関連 していると思われる。
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図  4 野菜の国内流通

表 5 日 本の輸入野菜と国内産野菜

′3 花ヽ

タトノ翁とと 安

か体売集`,772の34R分日と枕 κ作ロレ花物をあa

輸入量トン・H12 輸入の国内注と寄 国内収確最トンHl! 産地都道府県と全国シェア(596以上)

にム′にく 29225 61.5 18288 青森(80):H12

な す 1970 0 4 476900 高知(11)・福岡(7)・終本(7)・群属(6)・攻授(5):H12

乾しいたけ 9144 63.6 大分(28)・宮崎(13),岩手(10)・愛鰻(5)。栃木(5):H12

ねぎ 37375 536700 千葉(14)・埼玉(10)・茨城(9)・北海道(7):Hll

生しいたけ 42057 38.5 67224 群馬(3)・北海道(7)・着手(6)・茨城(6)・徳島(6):H12

畳表(千枚) 20300 13872 熊本(95)'福岡(5):H12

生鮮トマト 13003 806300 億本(9)・子慕(7),愛知(6)・茨城(6)・北海道(6)iH12

ピーマン 10326 171400 宮崎(23)・茨城(16)・高知(12)・鹿児島(7)・岩手(6):H12

たまねぎ(生鮮) 262179 1247000 北海道(51)・兵庫(11)・佐賀(11):Hll

かばちゃ(生鮮) 133167 34.4 253600 北海道(44)'鹿児島(7)・技城(5):H12

プロッコリー(生 鮮 ) 79181 82900 埼玉(17)・愛知(14)・北海道(6)・群馬(5):Hll
し上うポr牛建) 47326 592 32902 根しょうが:高知(46)H12

さといも(生鮮・冷凍) 76219 24.8 230500 千葉(17)・宮崎(11)・鹿児島(9)・埼玉(3):Hll

レタス 4773 09 537200 長野(27)・茨城(14)・書!11(7)・兵慮(6):Hll

生鮮いちご 5527 205300 栃木(12)・福岡(11)・緯本(7)・静岡(7)。長崎(6):H12

冷凍ほうれんそう 44978 316400 千葉(12)・埼玉(11),群馬(3)。茨城(5),Hll

出所:野菜供給安定基金編『2001年野菜輸入の動向』農林統計協会

農林水産省続計情報部『ポケット農林水産統計2002』

16



記の機能が、運輸など物流媒体の充実、情報通信技術の進歩、産地農家の組織化 (こ

こには農協 も含まれるがそれ以外の販路開拓も含まれる)、大手スーパーなど小売業

の大型化などにより、市場以外でも機能を果たすようになってきたことと密接な関

連をもっていると思われる。このような動きが可能になってくると、①価格 と数量

を事前に契約 しておくこと、②低価格で安定的に供給されること、③場合によって

は周年で入手可能であることなどが、買い手として以前に比べてバイイング・パワー

をもつ需要業者によって要請されるようになるであろう。そ してこのようなニーズ

に対応するために、産地農家・卸売業者・輸入業者の間に一層の競争が行われること

になろう。

また、野菜の需要の内容は、小売業者は 45%、 加工・外食産業は 55%と なってい

る 20。これは、消費者の食生活の変化が反映して、外食産業の野菜需要が近年増加

傾向にあり、このような割合になっているのである。この数字からもわかるように、

野菜の需要形態は、先ほど述べた①～③の要請を供給業者に突きつけているのであ

る。

国内野菜産地は、大日の需要者のエーズに対応することを余儀なくされている。

なぜならば、ここに野菜輸入が参入するメリットが大きいからである。大 日の需要

者の中には、消費者である国民全体が食生活と関わる大手スーパーを含む小売業者

と外食産業がすっぱり入っているのである。

5 野 菜 産 地県 と 自民党 農 業族議 員

野菜の消費者 と野菜の生産者の経済利害について比較をしてみよう。国内野菜産

地への保護政策により国内野菜価格は上昇する。国内消費者の経済利害は、個別で

は少額であるが多数であることから総額では多額の経済損失を計上することになる。

しか し、それは死活に関わるほどのことではなく、高くなって困ると不満を抱きつ

ぶや くことはあるが、値上げ反対の政治的行動を起 こすほどのインセンティプを多

くの消費者はもっていない。特に日本の消費者団体は、野菜価格値上げよりは食料

自給率低下の方に強い関心をもつ傾向がある。

他方、野菜輸入増加により、割高の国内産野菜の需要が減少し、国内産の野菜価

2 0 ) こ こでは、野菜 と総称 して議論 しているが、野菜には、生鮮野菜 ・冷凍野菜・調整野菜な どがある。加

工業者の場合には、冷凍食品・調整野菜の需要が多いということがあるが、ここでは立ち入 らない。
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格が下落 して採算割れを起 こす限界的な産地生産者は、生産の取止め・停止 に追 い込

まれる。国内野菜産地生産者の経済利害は、個別 においては死活 に関わる損失をも

た らす ことを意味する。国内の野菜生産者は、少な くとも経済損失が起きる前の状

態 に回復することを、政治の力を借 りて達成 したいと強 く望むであろう。すなわち、

値下げの原因である野菜輸入を制限 し、国内野菜産地の生産増加 と収入確保 を、政

治的な圧力によって実現することを強 く求めるのである。野菜産地の農家の第状を、

全中(全国農業協同組合中央会)および全農(全国農業協同組合連合会)が取 り上げ、政

権党の産地選出議員および農政委員会 を通 じて、政府 に対 して輸入野菜の制限 とい

う政策実現 を要請 し野菜産地の利益回復 を期待することになる。

このような政治的圧力の存在を具体的な客観的資料 を用いて明 らか にすることは

容易な ことではない。ここでは、その一次接近 として、野菜産地 と自民党農業族 と

いわれる議員の票田である選出地 との関係 を見てみる。すでに第 4節 で もとめた日

本の主な野菜産地県は 「1 7道 県」であった。もう一度列記すると :「千葉 ・北海道 ・

茨城 ・愛知 ・熊本 ・群馬 ・埼玉 ・長野 ・静岡・福岡・栃木 ・宮崎 ・青森 ・高知 ・福島 ・鹿児島 ・徳

島」である。また、2 - 1の 表 2 ( 8頁 )で示 した 2 0 0 0年 の 日本の主な輸入野菜 に対

応する、2 0 0 0年 における日本の主な産地県 を表 5 ( 1 6頁 )にまとめることができる。

表 5に ある道県 を列記すると :「青森 ・高知 ・福岡・熊本 ,群馬 ・茨城 。大分 ・宮崎 ・岩手 ・

愛媛 ・栃木 ・千葉 ・埼玉 ・北海道 ・徳島・愛知 ・鹿児島 ・兵庫 ・佐賀 ・長野 ・香川 ・静岡・長崎」

の 「2 3道 県」である。また、後述( 2 3頁)することに関連 して、農林水産省が、2 0 0 1

年 1月 以降、急増する輸入野菜を政府調査 して監視する対象品目として公表 した野

菜は、表 5に ある野菜の品 目のうち、「にんにく」か ら「たまねぎ」の 9品 目であった。

これ ら 9品 目に該当する道県は、上述表 5の 「2 3道 県」のうち、長野 ・香川 ・静岡・

長崎の 4県 を除 く 1 9道 県 となる。農林水産省 による監視対象品 目は、野菜以外に

「うなぎ。わかめ・木材 ・加糖調製品 ・合板 ・かつお」があげられたが、「うなぎ」(愛知 ・

鹿児島 ・静岡・宮崎)以 外は産地の特定化が難 しいことか ら、 「うなぎ」の産地のみを

加えると新たに静岡が加わ り、監視対象品 目に関わる産地県 は 「2 0道 県」 となる。

他方、2 0 0 0年 は森内閣の年であった。4月 5日 ～7月 4日 の期間が第一次森内閣、

7月 4日 ～翌年の 4月 2 6日 の期間が第二次森内閣であった。さらに 1 2月 5日 には

第二次森改造内閣が発足 し、農林水産大臣などの閣僚等が入れ替わった。2 0 0 0年 の

森内閣の時期 2 1 )において、自民党総合農政調査会および自民党農林水産物貿易調査

21)細 谷 (2001)・内田(2001)・堀日(2001)では、セーフガー ド暫定措置に至る政治的プロセスについて議論
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会では、野菜等の輸入増加 に対するセーフガー ド実施のための農産物の絞込み と政

府調査 を要請する議論が行われた。上記 2つ の調査会は、第一次森内閣 と第二次森

改造内閣の発足 に対応 してそれぞれ 7月 2 4日 、2月 7日 に一部議員の入れ替えを

行っている 2の。2 0 0 1年 4月 のセー フガー ド暫定措置実施のタイ ミングは、その年

の 7月 に予定 されていた参議院選をにらんだものであったと理解 されているが、第

二次森改造内閣に対応 した調査会のメンバーの変更 もそれを考慮 したものであると

推察 される。さて、2時 期の上記 2調 査会メンバーに農林水産大臣・副大臣・政務次

官 を加えた 「資料」(本論文巻末に添付)をもとに、野菜産地県 と関わ りのある議員数

をカウン トすると、表 6 ( 2 0頁)にまとめ られる。表 6の 分母の数字は各調査会等の

自民党議員のメンバー数 を表わ し、分子は各調査会等に属する自民党議員の内、「1 7

道県」「2 3道 県」「2 0道 県」で選出された議員の数を表わす。参議院議員 には *印

を付 け、比例代表制度 による衆参議院選出議員はその出身道県 を選出道県 としてカ

ウン トした。各調査会には野菜産地の道県の議員だけでなく、コメ産地のように野

菜産地以外の農業県 に関係する議員 もメンバー となっている。また、各調査会のメ

ンバーであ りなが ら、必ず しも産地利益を支持する農業族議員ではな く、いわゆる

「国際派」農業族議員であるか もしれないし 2 )、野菜産地の道県であっても野菜産

地 とは異なる選挙区か ら選出された議員か もしれない。 このように野菜産地の道県

か らの自民党議員 として扱 うとしても詳細 には一致 しない議員 も存在する点 につい

ては留保 してお く必要がある 2つ。 しか しなが ら、表 6の 数字よ り、「各調査会等 に

おいて、野菜産地の道県選出の自民党議員は約 3分 の 2以 上を占めている」という

結果が得 られる。また、表 6の 括a l Rの数字は、該当する道県に各調査会 に属する議

員が どの程度 いるかを示 したものである。農林水産貿易調査会の数字は約 2分 の 1

であるが、総合農政調査会の数字は先程 と同様 に約 3分 の 2以 上 となっている。こ

のことよ り、今回の 2 0 0 1年 4月 対中農産物 3品 ロセーフガー ド暫定措置の実施 に

は、野菜産地の生産者の経済利益 を弁護するために、自民党農業関係 2調 査会の政

を行っている。以下の議論はこれ らに負うている。

2 2 )それぞれの調査会の議員メンバーは、「資料」として論文の巻末に添付 している。

2 3 )青 木健 ( 2 0 0 2 )は「国際派」農林族が近年少なくなったことを述べている。

2 4 )野菜輸入か ら国内野菜産地生産者の利益を保持することが、政権党(自民党)農業族議員の 「族益」に関

わるだけでな く、 日本の国益に貢献すると考える人もいる。他方、国民の大多数は消費者であ り消費者の

利益の拡大を求めることが、日本の国益に貢献すると考える人もいる。経済学は効率的な市場経済の均衡

において、生産者の利益を保護 した場合と消費者の利益を優先する場合、それぞれどのような経済的利益

が生 じるかについて分析結果を提供 してくれる。利害が対立する場合 どちらの経済利益を優先するかにつ

いては、経済学の議論を参考にして、それぞれの価値判断で選択することになる。
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表6産 地道県と自民党農業族議員の選出道県割合,関係道県割合

注:本輸文巻末の「資料」と本撫文の表5などを用いて作成

主な輸入野菜の過去5年の前年比変化率と輸入数量

出所:野策供給安定お金田空情根際根『2001年野寮輸入の動的』農林続辞協会

表されるよ引こなつたため、ここでの数恒はとうがらし属を含む
注:ピーマンの構計は2000年になつてはじめてピーマンのみの数値に分

散にになつている。そのことを考慮してみる必要がある。

と表は千枚・他はトン

21197

143700
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治的影響力は確かに存在 したと推察することは的外れではないように思われる。

他方、すでに引用 した表 5に は、200 0年 における日本の主な輸入野菜の数量の

国内野菜収穫量に占める割合が示 してある。割合が 10%を 超えている品 目をあげ

ると、① 「にんにく・乾 しいたけ・生 しいたけ・畳表・たまねぎ・かばちゃ。ブロッヨリ

ー。しょうが。さといも・冷凍ほ うれんそ う」の 10品 目がえられる。次に主な輸入野

菜の数量でみて、過去 5年 の前年比変化率および輸入数量の 200 0年の 199 6年に対

する倍率を表 7(2 0頁)に示 してみた。両者を考慮 して、年によつて減少するなどの

変動がなく、しかも大きく増加 してきている(倍率は 1.5以上)輸入野菜の品目をあ

げると、②「なす・ねぎ・生 しいたけ・畳表・生鮮 トマ ト・ピーマン・たまねぎ・しょうが・

冷凍ほうれんそ う」の 9品 目が見いだせる。さらに、200 0年の主な輸入野菜の うち、

輸入国が分散 しないで 1国 に特定できるように、1国 で 90%以 上のシェアをもつ品

目を、表 2か らもとめると、③ 「にんにく(中国)。なす(韓国)・乾 しいたけ(中国)・ね

ぎ(中国)・生 しいたけ(中国)・畳表(中国)。しようが(中国)。さといも(中国)・レタス(ア

メリカ)・冷凍ほ うれんそ う(中国)」の 10品 目がえられる。中国からの野菜輸入の増

加が顕著に多いことが改めてわかる。以上 3つ の抽出(①～③)を行つたが、いずれ

の項 目にも現れている品目を絞つてみると、「生 しいたけ・畳表。しょうが・冷凍ほう

れんそ う」の 4品 目となる。いずれも中国からの輸入品 目であることがわかる。 し

か し、これ ら4品 目をさらに見てみると、(i)「生 しいたけと畳表」は、統計的にはそ

れぞれ林産物 と工芸農作物であ り、野菜に分類 されていないこと、(Ii )「しょうが」

は、ここでは「生鮮 しょうが」を取 り上げているが、「調製品のしょうが」も入れると

「タイ産の しょうが」も関わつてくること、(li i )「冷凍ほ うれんそ う」は、生鮮でない

ことから、日本の輸入需要先は主に食品加工業者・外食産業 と思われる。いずれにせ

よ、以上のことより、資料を見る限 りでは、特定の国である中国からの農産物輸入

が近年増加 していて国内産 と比較 して大きな割合をもつ品目は、「生 しいたけと畳表、

しょうが(生鮮)・冷凍ほ うれんそ う」の 4品 目であることが見出される。

以上のことを踏まえて、200 1年 4月 の対中農産物 3品 ロセーフガー ド暫定措置

の実施にいたるまでの自民党農業族などの動きを箇条書きの形で記述 し、何故に「ね

ぎ・生 しいたけ・畳表」の 3品 目に集約 されたかについて議論を進める。

① 199 7年 日本政府は、「にんにくとしようが」について輸入急増を抑えるために、

セーフガー ドを目指 して中国政府 と 2国 間協議を行ない、結果 として中国側の

輸出自主規制の約束を取 り付けた。表 7を 見る限 り、効果は限定的であつたよ

うに思われる。対中農産物 3品 目にこの 2品 目が含まれていないのは、ここで
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②

の事情が考慮されていると見ることができよう。

韓国政府 も 19 9 7年 以来、中国産 「にんにく」の輸入急増に苦慮 してきた。19 9 9

年 1 1月にセーフガー ド暫定措置を発動 し、さらに 20 0 0年 2月 には本発動を実

施 した。これに対 して、20 0 0年 7月 に中国政府は韓国産のポリエテレンと携帯

電話の輸入差 し止めという報復措置を実施 した。その後協議が行われたが簡単

には解決 しなかった。自民党農業族の議員はこの情報は熟知 していたはずであ

る。日本が対中農産物のセーフガー ドを実施すれば、このような中国の報復措

置があることは当然わかっていたはずである。ただし、韓国の場合には本格発

動後に報復関税を経験 していることか ら、暫定措置の段階では中国の報復措置

は行われないと甘い状況判断がなされていたのではないかと思われる。

20 0 0年 9月 自民党農林水産貿易調査会の特別委員会は、輸入野菜に対するセー

フガー ド発動について議論を行った。また、20 0 0年 1 1月 自民党総合農政調査

会農業基本政策小委員会は、輸入野菜に対するセーフガー ド発動について議論

を行った。谷洋一農相もこの件で積極的に働きかけを行っている。小委員会で

取 り上げられた野菜等 6品 目は 「生しいたけ口ねぎ・生鮮 トマ ト・ピーマン・たま

ねぎ・V 草ゝ(畳表)」であった。上で議論 したように、「生しいたけ・畳表」は野菜で

はないが、データの数値か らはある程度対外的に説得力をもつと思われる。 し

かし、他の 4品 目 「ねぎ・生鮮 トマ ト・ピーマン・たまねぎ」はいずれも野菜であ

るが、「たまねぎ」以外は、輸入数量は国内産の 10 %以 下の水準に止まる品目で

あった。

20 0 0年 1 2月 5日 、第二次森改造内閣が発足 し、農相に群馬県選出の谷津大臣、

副大臣に熊本県選出の松岡利勝議員 と新潟県選出の田中直紀議員が就任 した。

群馬県は 「なす。ねぎ・生しいたけ・ほれんそう」の産地であり、熊本県は 「なす。

畳表 ・生鮮 トマ ト・生鮮いちご」の産地である。就任後、12月 1 9日谷津大臣は、

すでに 「生 しいたけ・畳表・ねぎ」の 3品 目を対象に一般セーフガー ドの発動に

向けた政府調査を開始することを明らかにし、調査開始についてWT Oへ の通

報が行われた。

何故に 「生 しいたけ・畳表」に加えて、野菜の 「ねぎ」が選ばれたのであろうか ?

自民党農業関係 2調 査会でどのような議論が展開されたかについて明 らかでは

ない。 しか しなが ら、これまでの議論か ら推察することが一つある。それは、

④の野菜 4品 目のうち、「ねぎ」以外の 「生鮮 トマ ト・ピーマン・たまねぎ」の主

要輸入国が中国ではないという点が絞込みの過程で微妙に影響 したのではとい

③

④

⑤
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うことである。上記 4品 目の第 1位 輸入国は、それぞれ順 に韓国 ・オランダ・ア

メ リカである。 これ らはいずれ もW T O加 盟国であるし、 「生鮮 トマ ト」の第 2

位 の輸入国はアメリカ( 1 2 %シ ェア)であ り、「ピーマン」の第 2位 の輸入国は韓国

( 2 0 %シ エア)であ り、韓国輸入のシェアは急拡大 している。そ して 「たまねぎ」

の第 2位 の輸入国はニュージーラン ドであ り、第 3位 の中国が急拡大の兆候 を

みせている。 これ ら 4品 目は生 しいたけ・畳表 。ねぎとは違 って、中国か らはほ

ば l o O %の 輸入を行ってお らず、第 1位 は他の国であ り、 しかも高いシェアを

もってはいるが、他の国か らも輸入 しているという特徴が共通点 として存在 し

ている。分散 して複数の国を対象 にするセー フガー ド発動は、特 にアメリカが

絡む品 目は、 日本 として除 こうという意図が 自民党農業族および農水省側 に働

いたのではないか と思われる。第 3節 の 3 - 2で も触れたように、中国政府が、

日本政府は意図的に中国のみに絞 ったセーフガー ド暫定措置の発動であると非

難 した ことは、的外れではない面をもっているように思われる。すなわち、「生

しいたけ・畳表」の 1 0 0 %輸 入国は中国であるが野菜ではない。野菜輸入増加の

悲鳴が聞 こえる中で、中国か らの 1 0 0 %輸 入品目で これまで扱って こなかつた生

鮮野菜 として、 「ねぎ」が浮上 したのである。

2 0 0 1年 1月 下旬 に農水省は、輸入が増えて国内生産 に損害が出る恐れがある農

林水産物 に対 して 「監視対象品目」 として選定 し、さらに損害の危険性が高ま

る農林水産物に対 して 「緊急監視対象品 目」として選定 して、(一般)セー フガー

ド発動 に必要な情報 を収集す る政府調査(モニタ リング体制)を実施 し検討す る

こととした。また、前者は「レベル 1」ともいわれ四半期 ごとに、後者は「レベル

2」ともいわれ月 ごとに情報収集 をすることとした 2ゆ。 レベル 1に は、 「にんに

く。なす 。乾 しいたけ・わかめ・うなぎ・かつお」の 6品 目が、レベル 2に は、「ねぎ・

生 しいたけ・畳表 ・生鮮 トマ ト・ピーマ ン・たまねぎ・木材(製材品および集成材)」

の 7品 目が選定 された。2月 にはレベル 1に 「合板」が追加され、4月 には レベル

1に 「加塘調製品」が、レベル 2に はレベル 1の 「わかめ・うなぎ」が追加され、レ

ベル 1は 6品 目(表5お よび表 7に は 6品 目のうち野菜 3品 目は掲載 されている)、

レベル 2は 9品 目(表5お よび表 7に は 9品 目のわかめ,うなぎ・木材の 3品 目を

除 く 6品 目が掲載 されている)の農林水産物 1 5品 目が選定 された。 レベル 2の

25)wTOのセーフガード条項を適用するには、過去5年間の経済データ9項目を状況証拠として提示するこ
とになっている。9項目は、①輸入量増加率、②輸入増加量、③国内市場占拠率、④販売、⑤生産、⑥生産
性、②操業度、③損益、◎雇用となっている。

⑥
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品目は「セーフガー ド予備軍」の可能性 をもっている理解することができる。「ね

ぎ・生 しいたけ・畳表 ・わかめ・うなぎ」の主要輸出国である中国、「トマ ト・ピーマ

ン」の主要輸出国である韓国 との間で、セーフガー ド暫定措置の実施前の 2月 か

ら 3月 にかけて、「対 日輸出の自粛」の合意が模索 された。「生鮮 トマ ト」は主に

ミニ トマ トで加工用であること、 「ピーマン」は国産 と種類が異な り競合が強 く

ないこと、「たまねぎ」は端堺期の輸入であること 2 0、「わかめ・うなぎ」は民間 レ

ベルでの調整の可能性があることなどか ら 2り、 「ねぎ・生 しいたけ・畳表」の 3品

目に絞 られて行った と推察できる。

② 「ねぎ・生 しいたけ・畳表」3品 目の主要産地道県は、表 5よ り、「千葉 ・埼玉 ・茨城 ・

北海道 ・群馬 ・岩手 ・徳島・熊本 ・福岡」の 9道 県である。総合農政調査会および農

林水産貿易調査会 に属する議員の票田である選出道県 を、平成 1 3年 2月 の各調

査会 について見てみると、それぞれ( 8 / 9、7 / 9 )という数字がえ られる。自民党

農業族議員 の強いバ ックアップのもとにセー フガー ド暫定措置が実施 された と

いえる。

以上見てきた ことよ り、客観的な経済統計による判断のみによってセーフガー ド

暫定措置が実施 されただけではな く、野菜産地か ら自民党農業族議員への要請、当

該産地県選出の大臣・副大臣・政務次官の存在、参議院選挙の自民党候補者への集票

の配慮な どが、微妙に政策決定 に影響 を及ばして暫定措置の実施がなされた と理解

することは否定できないであろう。

6 日 本 の対 外 農業 政策

6-1 日 本提案

1994年 のウルグアイ・ラウンド農業協定の合意事項は、1995年～2000年 の 6年

間、加盟国において国内法の改正などを通 じて実施されてきた。日本でも、1995

年 11月 これまでの食糧管理法を廃止 し、価格保護政策から稲作経営安定対策への

政策転換が行われた。また、1999年 7月 「食料・農業・農村基本法」が制定され、WTO

2 6 )堀 日( 2 0 0 1 )の議論 5 6頁を参照。
2 7 )内 田( 2 0 0 2 ) 6 4頁および 日本経済新聞社編 ( 2 0 0 1 ) 1 6 8頁の議論によれば、対中農産物 3品 目のセーフガ
ー ド暫定措置実施後、中国政府は一貫して主張 してきたことをアピールする意味も込めて、「わかめとうな

ぎ」について、民間 レベルの輸出自主規制の合意を 2 0 0 1年6月 と 7月 に成立させた。それと前後 して、対

日報復措置の実施 も行なわれた。
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農業協定への対応が行われた。

農業協定合意の実施期間終了 1年前より継続交渉を開始することが約束されてい

たことを受けて、200 0年 3月 よりWTO農 業交渉が開始された。各国が交渉提案を

提出する第 1段 階(20 0 0年 3月 ～200 1年 3月 )、提出された交渉提案の詳細な説明

と相互に論評 しあう第 2段 階(20 0 1年 4月 ～200 2年 2月 )、各国の交渉提案を整理

し交渉の大枠 を決定する第 3段 階(20 0 2年3月 ～200 3年 3月 )を経て、200 3年 9月

メキシヨで開催される第 5回 閣僚会議において各加盟国が約束事項を提出すること

とされ、200 5年 1月 1日 までに農業以外の分野も含めた合意事項を一括 して受講

して新ラウンドを終結させることが予定された。日本政府は、200 0年 12月 にこの

スケジュールにしたがって農業交渉のための「日本提案」を提出した。同じ時期に、

農産物輸入に対するセーフガー ド発動の議論が進行 していたことは、日本政府の対

外農業政策の背景を理解する上で重要な意味をもっている。日本政府の「日本提案」

は、各国にはそれぞれ多様な農業が存在 し、その多様性を共存させることを前提に

した枠組の上で議論を展開するとしている。もちろん日本政府は、WTO農 業協定

で約束 した、「世界の農産品市場における制限・歪みを是正するために、農業に対す

る助成 ・保護を漸進的に削減する」ことに実施 しそれに反対するものではないが、貿

易自由化 を進めるに際 して、「農業の多面的機能への配慮および食料安全保障の確

保」といつた「非貿易的関心事項」(No n‐Tr a d e  C o n c e r n s : N T C )にも留意 しなが ら、

具体的な「市場アクセス」「国内支持」「輸出規律」「開発途上国への配慮」などの項目に

対 して日本政府の主張を盛 り込んだ提案となっている。特に、「市場アクセス」およ

び「国内支持」において、品目ごとの柔軟性を確保できる方式を強 く主張する内容に

なっている。農産物輸入大国である日本 としては、効率性を前面にした農業交渉に

は応 じられないとして、NTCへ の配慮を強く主張する立場を鮮明に打ち出したので

ある。ここでいう農業の多面的機能 とは、①国土の保全、②水源の涵養、③ 自然環

境の保全、④良好な景観の形成、⑤文化の伝承、⑥保健休養、④地域社会の維持活

性化などを内容 とするものである。これ らは、農産物を輸入することによって得る

ことはできないとし、国内農業生産がある水準以上達成されることによつて有形 ・

無形の価値がはじめて創 り出されるものであるとしている。すなわち、国内農業生

産のある水準の確保が、経済学のいう結合生産・公共財 日外部経済をともない、農業

の多面的機能が十分に供給されるというのである。そしてこのことが可能になるな

らば、食料自給率を高めることになり、食料安全保障の点からも望ましいとしてい

る。 一 層の NTCを 考慮 した WTO農 業協定を成立させることは、日本にとって重
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要な事項に位置付 けられている 2 9。実際、N T Cに 関す る国際会議および閣僚会議

を 日本政府主導で開催 されてきた。 しか しなが ら、「日本提案」および N T Cに つい

て、多 くの加盟国の賛同を得 るに至つていない。それは、W T Oの 基本的な考え方

が 自由貿易体制の確立であることか ら、 「多様 な農業の共存」を前提 とす る「日本提

案」を受け入れ ることはそれ と対立す ることを意味す るか らである2の。確かに、W T 0

農業協定には交渉において N T Cを 考慮す ることが規定 されているが、それの位置

付けは、 自由貿易主義
一辺倒ではなく日本などの反対勢力の意見 も聞きなが ら交渉

を進めるとい う補助的な存在 となつているのである。

2 0 0 0年 1 2月 日本政府 は W T Oに 「日本提案」を提出 したが、その中の市場アクセ

スの項 目において、「季節性があ り腐敗 しやすい等の特性 をもつた農産物へのセーフ

ガー ドの適用」を提案 している。国内では、野菜の輸入急増に対 してセーフガー ドの

適用が検討 されていた時期 と重な り、 「日本提案」の考え方が反映 された と推察す る

ことができよう。 もちろん、今回の対中農産物 3品 目にセーフガー ドにより、 日本

農業の多面的機能お よび食料安全保障の低下に直接影響 を与えるものではないこと

はい うまでもないが、 自由貿易主義的な農業交渉の流れに抵抗せ ざるをえない 日本

政府の立場 と符合す るものであつた。

6 - 2  日 中農産物貿易協議会

セーフガー ド暫定措置の実施は、日本側 としては W T O農 業交渉に提出 した 「日本

提案」のテス トケース とい う意味合いも込められていた と推祭 され る。他方、中国側

としては、2 0 0 1年 1 1月 カタールの ドーハの W T O総 会での中国加盟承認前の自国

の立場を利用す る対応が、報復関税 とい うことだつた と推察 され る。結果的には、

日本政府は暫定措置に止ま リセーフガー ドの本格発動へ と進展 しなかつたこと、ま

た中国政府は報復関税 を撤廃 したことは、いずれ も両国にとつて適切な選択であつ

た と言えよ う。両国政府 は、 日中農産物貿易協議会を 2 0 0 2年 に入 り開催す ること

に合意 した。今後予想 され る中国か らの野菜輸入増加 による農産物貿易摩擦の解決

モデル として注 目された。そ して、2 0 0 2年 2月 と 3月 に暫定措置対象の 3品 目に

2 8 )国内農業生産を増加 させ る政策介入 としてベス トな政策は、理論的には生産補助金政策である。 ここ

の議論では、外部経済などが存在 して価格機構のみでは適正な水準が達成 されないために、政策介入によ

つて達成 されるとい うものである。吉野 ( 2 0 0 2 )の図 1 0 - 3に これに関す る議論がある。別の議論 として、

国民が農業の多面的機能 を理解 して、農業の国内生産水準の増加 を強 く望んだ とするとき、これは 「農業

生産の集団選好」 と呼ぶ ことができよう、やは り生産補助金政策がベス トな政策 として議論す ることがで

きる。寺町 ( 1 9 8 3 )のI V章を参照。

2 9 )田代 ( 2 0 0 1 )にはこの点について明快な議論が展開されている。



関する協議が行われた。民間団体 として、日本側か らは全国農業協同組合連合会(全

農)・全国い生産団体連合会などの生産者団体や輸入業者の代表、中国側か らは食品

土畜産出日商会やねぎの集荷 ・輸出業者、畳表な どの輸出業者団体である軽工正芸品

進出日商会などが参加 した。 これに農林水産省や対外貿易経済合作部など両政府の

担当官 も同席 した。協議では、「輸出自主規制」の運営の仕方 ・最低輸出価格の設定な

どについて話 し合われた 8 0。両国間で貿易摩擦 という政治問題化を回避する意味で

は、日中協議は両国にとって歓迎すべきことであつたかもしれない。しか しなが ら、

W T Oで はセーフガー ド協定において、輸出自主規制による解決は 「灰色措置」とし

て明示的 に禁止 している。日中両国政府はすでに W T Oの 加盟国になっているのに、

何故 このような協議の実現が可能だったのか理解に苦 しむ。 しか し中国の W T O加

盟によ り、日本 も含む加盟国は 2 0 1 2年まで中国に対 してのみ適用できる「対中国経

過的セーフガー ド」の存在が、両国を 2国 問貿易協議へ と向かわせたことは確かなよ

うである。

7 余 剰 分 析 による整理 と対外 貿 易政策 の視点

7-1 余 剰分析による整理

第 2節 か ら第 6節 において中国野菜輸入増加に関わる経済主体の経済利害を中心

に詳細な議論を行ってきた。ここでもう一度余剰分析を用いなが ら議論を整理 して

おきたい。近年 日本の野菜輸入が増加 したことについて、図 5a(28頁 )の無貿易状

態 と自由貿易状態の比較によって見ることができる。ADは 日本の野菜の需要曲線、

FSは 日本の国内野菜の供給曲線、NX求は中国の野菜の輸出供給曲線、KMは 日本の

野菜の輸入需要曲線を表わし、点 Gは 無貿易均衡、点 L、点 Cお よび点 Eは 自由

貿易均衡を表わす。実際には外国からの野菜輸入には関税が賦課されているがここ

では無視 している。野菜輸入がゼロの状態から野菜輸入が増加 した状態に変化する

ことにより、野菜の貿易利益(=各 国の総余剰の純増)は、図 5aの 左図より、輸入側

は KPL(=GCE)、 輸出側は PNLを える。輸出側の貿易利益の中には、日本企業に

よる輸入業者の経済利益も含まれている。さらに図 5aの 右図より、日本の国内生

産者余剰は WBCGだ け減少し、日本の消費者余剰は WBEGだ け増加する。輸出側

30)内 田(2002)の70-71頁 の議論を引用する。
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図 5a 野 菜輸入に対する関税割当制の余剰分析

坂壮    θ          寄 撃■・焼

図 5b 国 内野菜産地への生産補助金政策の余剰分析

難 姫

28



の中国の野菜農家・集荷業者 。日本企業の輸入業者などは当然野菜輸出に積極的であ

るが、輸入側である日本国内の野菜産地生産者は野菜輸入に消極的となる。日本の

野菜産地生産者の利害と対立するのは、中国の野菜関係者だけでなく日本の野菜の

消費者に加えて日本企業の輸入業者も関わっているのである。しかしなが ら、国内

では、これについて余 り留意されることはなく、日本の野菜産地生産者の経済損失

が局地的に大きいことか ら、自民党農業族議員への政治的圧力を背景に、日本政府

の野菜輸入に対する対外農業政策は保護主義的となったのである。第 5節 でも述べ

たことであるが、日本国民はここでいう消費者であり、図 5aよ り、野菜輸入の増

加は産地生産者の経済損失以上に消費者の経済利益をえることになるが、政府によ

る対外農業政策は、国内野菜産地の生産者の利益保全を優先されるものであった。

農産物を生産する産地・農家の利益を保護・弁護するのみの政府の対応から、農産物

を需要することによって受益者となる国民全体の利益にも留意 した政府の対応が望

まれる。確かに、第 6節 で述べた「日本提案」にも消費者および市民社会への配慮が

なされているが、食料の安定供給を海外輸入ではなく国内農業に依存することを前

提にしているために、食料のある程度の輸入制限もやむを得ないという議論につな

がっているのである。日本は、国民の食料需要を満たす上で、国内農業による供給

に依存度を高める方針でよいのかについてさらに検討を加える必要がある。なぜな

らば、日本は比較優位をもつ工業製品を輸出することにより、低価格で安定的な食

料供給を海外か ら輸入することも選択肢としてもつことができるからである。

200 1年 4月 に対中農産物 3品 目に関税割当制が実施された。ある水準までの輸

入数量に対 して政府がこれまでの輸入業者に割当てを行ない、それ以上の輸入をす

る場合には高関税を課すというものであった。図 5aで は、これまでの輸入量 PL( =

C E )のうち、輸入割当量を QL( = H U = I E )と し、残 りPQ( = C I )に対 して高関税 を課

すとして扱っている。高関税は結局高関税ゆえに輸入割当量以外の輸入量をゼ ロと

なる水準に設定されている(図5aで は RNが その高関税に当たる)。 関 税割当制に

よる効果は、自由貿易状態 と比較 して、輸出側の貿易利益は QN' Lへ と減少 し、輸

入側の貿易利益も KRQ Lへ と減少する。他方、日本の野菜産地の生産者は JBC H

の余剰を増加させ、消費者は少なくとも JBI Hの 余剰を減少させ、HIE Uの 余剰に

ついては、国内のだれかの利得 となる。価格が上昇しなければ消費者の利得に、価

格が上昇すれば、輸入業者あるいは小売業者など仲介〔流通業者の利得 となる。野菜

産地生産者の利益保全のための関税割当制は、それ以外の野菜輸入関係者に経済損

失をもたらして始めて実現可能になるのである。このようなコス トを支払 う理由は
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経済的に正 当化 されるのか極めて疑問といわざるをえない。

W T O農 業交渉の 「日本提案」|コよ、農業の多面的機能および食料安全保障 という

N T Cを 考慮 した市場アクセス・国内支持 ・輸出規律が加味された。W T O加 盟国の賛

同を得 るには至 っていないが、仮 にN T Cを 考慮する貿易政策を実施することになれ

ば、農産物 に対する輸入増加 に対する制限が 日本政府 によって実施 される可能性が

出て くるであろう。その際に、貿易理論か らえ られている議論 について留意する必

要がある。それは、農業の多面的機能 を実現するためには、輸入数量を制限すると

いう介入方法ではな く、国内生産量を直接増加する介入方法を選択すべきであると

いう点である 3 1 )。図 5 aに おける関税害J当制による場合には、国内生産量水準の点

Hを 達成す るのに、消費者および輸出国側 に犠牲 を及ぼす ことになる。しか しなが

ら、生産補助金政策 を代わ りに実施 して、図 5 bに あるように、国内生産量水準点

H ( = O Y )を 達成するな らば、もっと少ないコス トの支払 いによって実現可能 になる

ことがわかる。図 5 bの 記号は、図 5 aの 記号 と対応するように記載 されている。

自由貿易状態 と生産補助金政策の状態 を比較すると、関税割 当制ほどではないが輸

出側の貿易利益は野菜輸入の国際価格の下落によ り P P ' L ' Lだけ減少 し、輸入側の

貿易利益は T Q Lの 減少 と P P ' L ' Qの追加増加 をもた らす。 日本の輸入需要曲線が

K Mか ら K T M 'と なっているのは、生産補助金政策 によって 日本の国内野菜生産が

増加することを反映 している。さらに、野菜産地生産者の余剰は生産補助金政策 に

よって J B C Hだ け増加 し、消費者は B B ' E ' Eだけ余剰 を増加させる。しか しなが ら、

それ らが可能 になるのは、生産補助金政策の実施のために、J B ' I ' H ( = J B I H  t t  B B ' I ' I )

の政府支出を国民か ら徴収 しなければな らないのである。野菜輸入の国際価格が、

日本の生産補助金政策 によってほとんど影響を受けないのであれば、上記の P P ' L ' Q、

B B ' E ' E、B B ' I ' Iはゼ ロとな り、自由貿易状態 に比べて H C Iだ け死重 ロス となるこ

ともわかる。農業の多面的機能 に多 くの価値 を見出す として も、それを W T Oの 農

業協定の枠内で達成するためには、生産補助金政策がベス トな政策 と考え られる。

生産補助金政策 を実施するには、政府予算を計上 して国会の承認 をえるプロセスが

必要な ことか ら、国民の眼 に補助金の必要性 を問うという意味においてもチェック

が作用する点で も適切であるといえる。 しか しなが ら、 このような生産補助金政策

は、現在進行中の W T O農 業交渉で議論されている 「国内支持」の政策のうち 「黄」

の政策 に該当す ると思われることか ら、この政策の実施 も加盟国の賛同をえること

31)同 様の議論は、唐木 (2002)および吉野 (2002)においてみ られる。



は極めて難 しいといえる。

7-2 比 較優位論の視点か ら

中国政府が 日本政府 による農産物 3品 目のセーフガー ド暫定措置実施 に関する日

本批判 を行 った項 目の 1つ に、今回の貿易摩擦は日本 と中国の利害対立問題ではな

く、 日本の国内野菜産地生産者 と日本の野菜輸入業者の利害対立問題であると主張

した。中国政府は背景に開発輸入 に深 く関わる日本の野菜輸入業者の存在を的確 に

見抜 いていたのである。企業の海外事業展開というグローバ リゼーションが国際的

に進め られる最近の国際経済状況の中で、国境 を越える商品の輸入増加のみに注 目

する従来の貿易摩擦の図式を単純 に適用する時代はすでに終わった ことを端的に示

していることを意味 している。安価で周年的にしかも規模的にも安定供給が可能な

ように開発輸入 を進めている日本企業の輸入業者が、 日本の国内の食料事情 に大き

な影響 を与える状況が確実 に進行 していることを、中国 との今回の貿易摩擦 に際 し

てわれわれは改めて知 らされたのである。すでに農産物以外の工業製品においては、

開発輸入 という方法は、比較優位論 にいう自由貿易論 に立脚 した当た り前の国際事

業展開の有力な選択肢 としてすでに市民権 をえている国際取引なのである。それが

農業部門においても行われたに過ぎないともいえるのであるが、農業 という産業の

存在は製造業 とは異なる扱いを受け、所轄官庁 も経済産業省ではな く農林水産省 と

別であ り、政権党の自民党は票田獲得の視点か らも農産物産地の票田には細かい配

慮 を忘れないでいる。 このこともあ り、開発輸入 による中国産 タオル輸入の増加 に

対する救済 を要請 した大阪泉州地区のタオル業界 と、中国産野菜輸入増加 に対する

救済を要請 した野菜産地生産者 とはある意味では同列の扱いを受けて当然であるが、

実際はそのような扱いとはな らなかった。

さらに述べてお くべきことがある。2001年 6月 中国は、WTOに 未加盟である立

場 をうまく利用 して、日本が対中農産物輸入 3品 目のセーフガー ド暫定措置を実施

した ことに対 して報復措置を行 った。その内容は、日本製の自動車、携帯 ・自動車搭

載電話、空調機の輸入 に対 して、中国国内法である「輸出入関税条例第 6条 」に基づ

いて、特別関税 loo%を 課す というものであった。中国の対 日輸出 3品 目とは全 く

異なる業種で、 しかも日本の中国への輸出としては重要な製品に対する報復措置で

あつた。乗用車 については、2001年 1月 に 3000cc以下の輸入車 に対する関税が引

き下げ られた こともあり、輸出機会の拡大が期待できる時期でもあった ことか ら、

2001年 下期の 日本 自動車企業の輸出被害額は 512億 円となるという。さらに、2002
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年 にまで報復措置が継続 されるな らば、その被害額は約 4 2 0 0億 円と予測 されてい

る 3 2 )。乗用車 ・携帯電話 ・空調機の関係企業は中国への直接投資を急 ぐことが強いら

れることとなった。今回の報復措置は、中国が W T Oに 加盟する直前の出来事であ

ったとはいえ、輸入 によ り打撃を受けた 日本の野菜産地を農産物 とは直接関係のな

い輸出製品の業界に犠牲 を強い、さらにその規模は救済する野菜産地の損失額 を大

きく上回ることも起きかねないことを明確 に示 したという点では、 日本 にとって十

分 に苦 い良薬であった と思われる。また、野菜産地の救済のためのコス トを支払 う

のは、輸出製品の業界だけではないということである。野菜 を需要する消費者であ

る国民全員 も高い野菜 を購入するというコス トを支払 うのである。輸入品に対 して

打撃 を受ける業界は声を大 にして救済 を訴える傾向が強 く、関係する業界を救済す

ることが国益 を保持することであると錯党 を起 こして しまうのである。 この点はこ

れまで本論文ですでに繰 り返 し述べてきた ところである。農業 という特別扱いをし

ている産業 に属する野菜 について、その産地の経済利益が野菜輸入増加 によって損

失を受ける。その損失の存在のみに政治的援護の手が行過ぎるのではないのか。そ

のために、他の産業 ・他の業界 ・国民全体は援護 に必要なコス トを負担 させ られて こ

とになるのである。比較優位論に立脚 した国際取引の実施 によ り実現する貿易利益 ・

国民全体の消費者利益の存在 については、政策運営に際 してもっと留意 されるべき

である。

近年、W T Oの 農業交渉だけでなく、A P E Cと いう国際会議の場において、そ し

て A S E A N + 3の 国際会議の場において、さらに自由貿易協定を進めようとする関係

国 との交渉の場 において、漸進的に自由貿易の方向へ協定を進展させる動きが起き

ている。 日本 もその潮流 に乗ろうと交渉を進めている状態 にある。 しか しなが ら、

1つ のネ ックになっているのが、 日本の対外農業政策であるという指摘 を受けてい

る。新 ラウン ドに向けた W T Oの 農業交渉のための「日本提案」の内容か ら日本の視

点は容易に推察す ることはできる。 しか しなが ら、比較優位 に立脚 した対外貿易政

策 を基本 として W T O加 盟国の多 くが対応 しようとしていることを考えると、 日本

の対外農業政策 はもう一段踏み込んだ変更が必要 とされているように思われる。

32)『 日本経済新聞』2001823お よび青木 (2002)の137頁 による。
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資

二日 手治   秋 田1区 二田 孝治    秋 田1区

一三
確
加

師
捕

麟
押
継
紳

期
畑
帥
烈
脚
館
邸
棚
推

比例九州(宮崎)
長崎2区

秋田2区
茨城3区

佐策3区

相井2区

長野5区

秋田3区
鹿児島

比例九州(宮崎)
長崎2区
山形3区
秋田2区

茨城3区

佐貫3区
福井2区
長野5区
鹿児島

六原．〓中近閥理．郎帥姉帥申帥中簡藤 征士郎
遠藤 貴彦
六日 説―

亀井 久興
河村 出夫
北村 直人
票原 博久
古貿 統
古賀 正浩
佐藤 静雄
坂井 陸志
鈴木 俊一

日田 博之
口野瀬 良太郎
拭部 勘 '
松岡 利勝
松下 忠洋
書路 和朗
村上 磁一郎
持永 和見
谷津 強男
柳沢 伯夫
横内 正明
岩永 浩案中
六日 ■秋中

鹿nR安 正■

片山 虎之助中
金田 勝年中

a谷 博昭キ

国井 正幸や
須藤 良太郎申

山形2区

福岡3区

島根3区

山口3区

北海道13区

新鴻4区

福岡7区

福岡6区
北海道4区
佐文1区

岩手2区

藤本4区
奈良4区

北海道12区
熊本3区

鹿児島3区

産ほ2区

宮崎3区

群腐3区

静岡3区
山梨3区

佐賞
福島
古山
田山
秋田
宮崎
続木

比例代表(群馬)

赤城 毎彦
遠藤 拭薄
六日 統一

生井 久興
木村 太郎
北村 直人
票原 博久
古賞 職

佐藤 静雄
佐藤 日1男
七策 明

鈴木 俊一

回日 博之

武都 助
谷 洋一

松下 忠洋
宮路 和朗
宮本 一三
持永 和見
森 英介
横内 正明
岩永 浩実中

急住 汎英■

六日 皇秋中

鹿舶 安正Ⅲ
金田 勝年中
a谷 博昭Ⅲ

須藤 良太郎Ⅲ
口村 公平中

茨城1区
山形2区
福岡3区
島根3区
青森4区

北海道13区
斬潟4区
福岡7区
北海道4区
福島1区

比例四日(寝島)
増手2区
蘇本4区
奈良4区

北海道12区
兵庫5区

比例九州(慶児島)
鹿児島3区
景庫9区
宮崎3区
千葉11区
山栞3区
佐貿
総本
福島
■山
秋田
宮崎

比例代表(群届)

遠藤 拭序    山 形2区
木村 太郎    青 森4区
岸本 光造   和 欧山2区
北村 に入   北 海道13区
票原 博久    新 鴻4区
古貫 正緒    福 岡6区
田日 博之    練 本4区
武部 助    北 海道12区
萩山 微厳     古 山
出 浩    石 川1区

松下 忠洋  比 例九州(鹿児島)
宮路 和朗   鹿 児島3区
森 其介    千 葉11区

六日 皇秋Ⅲ    福 島
金田 勝年中    秋 田
須藤 良太郎中  比 例代表(群罵)

金田 英行   北 海道7区
岸本 光造   和 歌山2区
北村 直人  北 海道13区
票原 博久   新 潟4区
古賀 正浩   福 岡6区
園田 博之   無 本4区
拭部 出    北 海道12区
中山 成彬   宮 崎1区
松間 利勝   熊 本3区

遠藤 武庫   山 形2区

松下 忠洋  比 例九州(鹿
官路 和朗   鹿 児島3区
練 英介   千 葉11区

六日 象秋中    福 島
景山 俊太郎キ   島 根

井 正幸中    栃 木

注)■印は争繊慌離民を示す。選挙区が記入してない議員は選挙制度によ召
比例代表制の路員は出身都道府県を配入した。
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